
議案第３３号 

 

令和８年度さいたま市病院事業会計予算 

 

  (総 則) 

第１条 令和８年度さいたま市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  (業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病 床 数 ６３７床  

(2) 年 間 入 院 患 者 数 １９４，９８６人  

(3) 年 間 外 来 患 者 数 ２６２，３３４人  

(4) 一 日 平 均 入 院 患 者 数 ５３４人  

(5) 一 日 平 均 外 来 患 者 数 １，０８４人  

(6) 主 要 な 建 設 改 良 事 業  

医療総合情報システム再構築事業 事業費 ２，９３０，８５３千円  

 

（収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業運転資金にあ 

てるため、一般会計から長期借入金２，１６７，０００千円を借り入れる。 

 
         収       入  

第１款 病 院 事 業 収 益 ２７，０１２，６２５千円 

 第１項  医 業 収 益 ２２，７７３，２１５千円 

第２項  医 業 外 収 益 ４，２３９，４０８千円 

第３項  特 別 利 益 ２千円 

          支       出  

第１款 病 院 事 業 費 用 ２９，９２５，０７６千円 

 第１項  医 業 費 用 ２８，８４３，７３８千円 

第２項  医 業 外 費 用 １，０７１，３３６千円 

第３項  特 別 損 失 ２千円 

 第４項  予 備 費 １０，０００千円 

 

 (資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支 

出額に対し不足する額８５３，４３０千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡する 

ものとする。）。 
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       収       入 

第１款 資 本 的 収 入 ４，１６８，５７６千円 

第１項  企 業 債 ３，３６５，５００千円 

第２項  出 資 金 ９７，８９８千円 

第３項  負 担 金 ７００，３９５千円 

第４項 

第５項 

第６項 

 

 固定資産売却代金 

 寄 附 金 

 補 助 金 

 

１千円 

１００千円 

４，６８２千円 

 

 

 

       支       出 
 

第１款 資 本 的 支 出 ５，０２２，００６千円 

第１項  建 設 改 良 費 ３，４４０，２７９千円 

第２項  企 業 債 償 還 金 １，５８１，７２７千円 

 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事項 期間 限度額 

ナビゲーションシステム保守業務 
令和８年度から 

令和１３年度まで 
9,405 千円 

三次元放射線治療計画装置保守業務（追加分） 
令和８年度から 

令和１２年度まで 
10,472 千円 

物品管理業務 
令和９年度から 

令和１０年度まで 
238,033 千円 

全自動検体検査総合システム賃借料 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
219,450 千円 

医療総合情報システム用ハードウェア及びネッ

トワーク保守業務 

令和９年度から 

令和１３年度まで 
544,488 千円 

循環器画像・動画共有システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
10,242 千円 

多要素認証システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
4,014 千円 

診察券発行機システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
3,658 千円 

再来受付機システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
6,717 千円 
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事項 期間 限度額 

物流管理システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
10,332 千円 

薬剤部門支援システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
10,179 千円 

給食管理システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
4,346 千円 

ラベルプリンタ等保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
25,000 千円 

リハビリ部門システム保守業務 
令和９年度から 

令和１３年度まで 
3,107 千円 

 

(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

市立病院医療機

器整備事業 
589,000 千円 

普通貸借 

又は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れ る 資 金 に つ い

て、利率の見直し

を行った後におい

ては、当該見直し

後の年度における

利率とする。） 

政府資金等については

その融資条件により、

銀行その他の場合には

その債権者と協定する

ものによる。ただし、

財政の都合により据置

期間及び償還期間を短

縮し、又は繰上償還若

しくは低利に借換えす

ることができる。 

医療総合情報シ

ステム再構築事

業 

2,776,500 千円 

 

 (一時借入金) 

第７条 一時借入金の限度額は、３,５００,０００千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 医業費用、医業外費用及び特別損失の間の流用 

 

  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流

用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ

ならない。 

(1) 給    与    費 １４，７５８，０８０千円 

(2) 交    際    費 ３６０千円 
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  (他会計からの補助金) 

第１０条 病院事業費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

１８６，８８１千円である。 

 

  (たな卸資産購入限度額) 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、６，８２４，５４６千円と定める。 

 

  (重要な資産の取得及び処分) 

第１２条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種類 名称 数量 

器械備品 ＣＴ装置 １台 

 

 

令和８年２月３日提出 

 

さいたま市長    清  水  勇  人 

-4-




